
令和８年度寒河江市さくらんぼ産地育成支援事業
（品質向上施設整備事業）費補助金概要

市内在住の農業者に対し、さくらんぼハウスの修繕事業を予算の範囲内で支援します。

補助額補助対象経費採択要件補助対象者
補助対象経費（消費税及び地方消費税を
除く）の1/2以内（上限額２００万）と、
下記の基準単価に修繕を行う面積を乗じて
得た額のいずれか低い額
【単位面積当たりの基準単価】
８０万円/１０a
ただし、補助額は予算の範囲内とし、千
円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

さくらんぼハウスの
修繕に必要な資材費
（税抜20万円以上）。
ただし、消耗品（雨
除被覆資材等）、解
体・組立にかかる費用
は補助対象外とする。

次に掲げる全ての要件
を満たすこと。

①整備面積が2a以上であ
ること

②５年以上経営継続の意
思があること

市内に住所を有し、さくら
んぼ栽培に意欲のある以下
の者
・農業者
・農業法人
・農業者の組織する団体
（３戸以上で組織し、代表
者の定めがあり、かつ、組
織及び運営について定めの
あるもの）

◇申請方法
 お申込みをご希望される方は、農林課農業振興係まで事前にご連絡ください。電話：0237-85-1769（直通）
予算額を超過する場合は、次の選考基準により、補助金交付対象者を決定します。
・認定農業者 ・「目標地図」に位置付けられた者 ・さくらんぼ作付け面積
・雨よけ施設または加温・無加温ハウスの面積
【必要書類】①選考申込書（来庁時記入可）②整備する予定施設の見積書・設計図 ③整備する園地の植栽図・位置図
※交付決定を受ける前に着手された場合には、本補助金の対象となりません。

◇申請期間 令和８年４月２４日（金）まで


